
京
都
大
学
環
境
・
安
全
・
衛
生
委
員
会
規
程

（
平
成
十
六
年
達
示
第
六
十
七
号
）

第
一
条

京
都
大
学
に
、
環
境
・
安
全
・
衛
生
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

第
二
条

委
員
会
は
、
京
都
大
学
に
お
け
る
学
生
・
職
員
の
安
全
保
持
、
保
健
衛
生
及
び
安
全
衛
生
教
育
並
び
に
環
境
保
全
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す

る
。

第
三
条

委
員
会
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
委
員
で
組
織
す
る
。

一

安
全
管
理
担
当
の
理
事
（
以
下
「
担
当
理
事
」
と
い
う

）
。

二

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー
長

三

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー
所
長

四

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー
長

五

総
括
安
全
衛
生
管
理
者
（
吉
田
事
業
場
、
病
院
事
業
場
、
宇
治
事
業
場
及
び
熊
取
事
業
場
）

六

人
事
部
長
、
施
設
・
環
境
部
長
、
学
生
部
長
及
び
研
究
・
国
際
部
長

七

そ
の
他
担
当
理
事
が
必
要
と
認
め
る
者

若
干
名

２

前
項
第
七
号
の
委
員
は
、
担
当
理
事
が
委
嘱
す
る
。

３

第
一
項
第
七
号
の
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
条

委
員
会
に
委
員
長
及
び
副
委
員
長
を
置
く
。

２

委
員
長
は
担
当
理
事
を
も
っ
て
充
て
、
副
委
員
長
は
委
員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。

３

委
員
長
は
、
委
員
会
を
招
集
し
、
議
長
と
な
る
。

４

副
委
員
長
は
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
。

第
五
条

委
員
会
は
、
委
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
者
の
過
半
数
を
も
っ
て
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
が
決
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
議
事
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

第
六
条

委
員
会
に
必
要
に
応
じ
て
小
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

小
委
員
会
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
第
三
条
第
一
項
の
委
員
以
外
の
者
を
、
そ
の
委
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

小
委
員
会
の
委
員
は
、
担
当
理
事
が
委
嘱
す
る
。

４

小
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
第
三
条
第
一
項
の
委
員
の
う
ち
か
ら
担
当
理
事
が
指
名
す
る
。

５

前
四
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
小
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

第
七
条

委
員
会
及
び
小
委
員
会
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
出
席
さ
せ
て
説
明
又
は
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条

委
員
会
に
関
す
る
事
務
は
、
施
設
・
環
境
部
企
画
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

第
九
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


